
 

令和６年度千葉市夜間・休日の心のケア相談業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

令和６年度千葉市夜間・休日の心のケア相談業務委託 

 

２ 事業目的 

近年における千葉市の自殺者数は概ね横ばいで推移し、毎年 140 人以上の人が自殺で亡くなっ

ており、多くの市民が不安やストレスを抱えて生活していることが推測される。身近な通信手段

である電話及び SNS を活用した相談体制を構築し、面接相談に躊躇して踏み切れない方において

も精神保健上の支援（心のケア）を実施することで、不安やストレスの軽減、精神疾患の早期発

見、早期治療を促すことを目的とする。 

 

３ 委託期間  令和６年４月１日 から 令和７年３月３１日まで 

 

４ 業務の概要 

（１） 業務内容 

ア 電話及びＳＮＳによる相談対応 

イ アに附帯する次の業務 

① 相談内容の記録及び統計資料（集計表）の作成並びにそれらに係る報告 

② 相談に係る設定 

電話相談については、市の電話番号を使用し、転送先として設定した受注者の電話で対

応すること。 

ＳＮＳ相談については、コンタクトポイントとして、市の SNS(LINE)アカウントを使用

し、チャット機能により相談対応を行うこと。なお、相談内容等の機密性を有する情報

等が LINE 社側に残らず、これらの情報が受注先のデータベースに直接格納、保管され

るシステムを使用すること。 

③  緊急対応が必要な相談に係る、警察連携及び発注者への連絡 

④ その他必要と認められる業務 

（２） 相談業務等の期間及び相談時間 

ア 相談業務期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

イ 相談日及び相談受付時間 

 相談日 受付時間 

電話 月曜日〜金曜日 １７：００〜２１：００ 

土曜日、日曜日、祝日、振替休日 

年末年始（12月 29日〜1月 3日） 

１３：００〜１７：００ 

ＳＮＳ 月曜日〜金曜日 １７：００〜２１：００ 

土曜日、日曜日、祝日、振替休日 

年末年始（12月 29日〜1月 3日） 

１３：００〜１７：００ 

    ※ 電話及び SNS いずれも開始した相談が終了する時間までを相談時間とする。 



 

（３） 相談対象者 

原則として、千葉市在住、在勤、在学者 

（４） 相談体制 

ア 相談員 

① SNS 相談は２回線、電話相談は１回線を専用回線として常時置くこと。 

② 受注者は、電話相談業務に関して 1名以上、SNS 相談業務に関して２名以上を相談員と

して相談時間内において常時配置すること。 

③ 相談員は、下記のいずれかの者とする。 

 ・公認心理士、臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士の資格者 

・学校教育法に基づく大学又は大学院において、臨床心理学又はそれに準ずる心理臨床に

関する分野を修了し、かつ、対面相談、電話相談、電子メール相談又は SNS 相談に１年

以上の経験を有する者 

④ 相談員は、相談者からの相談に対応するとともに、相談に附帯する業務を行う。 

イ 相談員に対する指導・支援体制 

①  相談業務に関して豊富な経験や知識を有する者を、「相談責任者」として１名以  

上定め、以下の体制を構築すること。 

②  自殺念慮を含む複雑な内容の相談など、対応困難な相談が発生した場合に、相談  

員が、相談責任者にいつでも相談できる体制をとること。 

③  相談責任者は、相談員の相談業務に関して指導・支援するとともに、相談に対す 

る助言の業務を行う。 

ウ 従事者名簿の提出 

① 受注者は、委託業務開始前に相談責任者及び相談員の名簿（資格、相談等の経験 

歴を含む）を発注者に提出すること。 

② 受注者は①の名簿について変更を生じた場合は、速やかにその内容を発注者に提出する

こと。 

（５） 相談への支援の方法 

ア 受注者は、相談者からの相談に対して適切かつ誠実に応じること。 

イ 受注者は、相談に対応するための職務執行マニュアルを作成し、相談員等に周知を図る

こと。なお、職務執行マニュアルの作成にあたっては、発注者の承認を得ること。 

（６） 報告書 

ア 受注者は、集計表を月毎にまとめ、翌月１０日までに電子データにより発注者に提出 

すること。 

イ 受注者は、業務に関する事項について、発注者から調査・報告を求められた場合は、 

速やかに応じること。 

（７） 緊急対応が必要な相談 

相談者の生命の危機が推測され緊急対応が必要と認める場合は、発注者へ電話で報告する 

とともに、状況に応じて警察へ通報すること。なお、通報体制等、細部については発注者との 

協議のうえで決定する。 

 

 



 

（８） 委託料に含む経費 

  ア 相談業務にかかる人件費 

  イ 相談業務に必要な研修費 

  ウ 電話相談業務にかかる諸経費（初期設定費、設備費用） 

  エ SNS 相談業務にかかる諸経費（SNS アカウント利用料、システム初期設定費、 

    システム利用料、設備費用） 

  オ 報告書作成費用 

  カ 管理料 

（９）委託料 

発注者から受注者への支払方法は、下記の通りとする。 

 支払い月  支払い月  支払い月  支払い月 

4 月分  

7 月 

7 月分  

10 月 

10 月分  

1 月 

1 月分  

4 月 5 月分 8 月分 11 月分 2 月分 

6 月分 9 月分 12 月分 3 月分 

（１０）その他 

  ア （９）以外に必要な経費が発生した場合は、事前に発注者の承認を受けること。 

  イ 運営に要する経費については、その使途を明確にするとともに、領収書等の 

    証拠となる書類を適切に保管すること。 

  ウ 他事業との共通経費がある場合は、按分基準の根拠を明確にすること。 

  エ 人件費については、その内訳を明示すること。 

 

５ 個人情報の保護 

（１）情報管理 

一般社団法人日本情報経済社会推進協会（JIPTEC）認定によるプライバシーマークの 

認定を有すること及び情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格

「ISO27001」の認証を取得していること。また、相談者の個人情報の保護について、必要な

措置を執り、相談記録等の情報管理に十分配慮すること。このことは委託契約終了後におい

ても同様とする。 

（２）相談環境 

  受注者は、相談内容が外部に漏れることのないよう、相談室を整備すること。 

（３）個人情報の保管等 

個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に 

十分に留意し、帳票類等の保管にあたっては、施錠可能な保管庫等に格納するなど、漏えい、

滅失及び毀損の防止、その他個人情報の保護に努めること。 

（４）守秘義務 

守秘義務及び目的外使用の禁止等を遵守し、業務が終了した後についても同様とする。 

（５）情報セキュリティ 

情報セキュリティに対する意識と知識の向上を図るため、受注者は相談員に対して個人情報

の取扱いに関する教育を行うこと。 

また、受注者は情報セキュリティに関連する事故が発生した際、必要な行動が適切かつ迅速



 

に行えるよう手順を定めると同時に、ウイルス等の不正プログラムへの対策を行い、適切な 

保護対策を実施すること。 

情報セキュリティに関連する事故が発生した際は、速やかに発注者に報告すること。 

 

６ 再委託の制限等 

  受注者は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

 システム構築設定については業務の一部を第三者に委託することができるが、事前に千葉

市に対して書面にて、再委託の内容、再委託先（商号または名称）、その他再委託先に対

する管理方法等必要事項を報告しなければならない。 

再委託先も受注者と同等の情報管理体制を構築し、一般社団法人日本情報経済社会推進

協会（JIPTEC）認定によるプライバシーマークの認定を有すること及び情報セキュリティ

マネジメントシステム(ISMS)の国際規格「ISO27001」の認証を取得しているものとする。 

 

７ 計画 

  実施計画書の作成は省略とする。 

 

８ その他受注者の責務 

（１）受注者は、本仕様書の内容及び関係法令を遵守すること。 

（２）受注者は、故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠

償すること。 

（３）受注者は、業務の履行に際しては、相談業務の公共性を鑑みて常に相談者の立場を考慮し、

信頼を確保すること。 

（４）受注者は、相談責任者及び相談員に対し、法令に基づく事業者としてのすべての義務を負

うものとすること。 

（５）本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、発注者と協議の上、決定す

ること。 

(６) 本事業については、政府が提示している LINE サービス等の利用ガイドラインを準拠するこ

と。 


